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  緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について【経済産業省HP】


  
    

税理士の山本です。

 

3月6日に一時支援金のHPが更新され、

「一時支援金の詳細について」というPDFが新たに公表されています。

 

 

3月8日から始まる申請に向けた、詳細な申請方法の内容がリリースされてきていますので、

申請をご検討なさっているオーナー様は、１度目を通しておいてください。

 

 

それでは！

 

【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について】

 

 

The following two tabs change content below.	この記事を書いた人
	最新の記事


	
		

		

		
		
			kei


			税理士の山本　佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

		

	

	
		

		

		
			
				最新記事 by kei (全て見る)

			

				
					【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日 
				
	
					経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました！【一時支援金・第２弾】 - 2021年5月19日 
				
	
					山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日 
				



	

		

	
     


    
   




 


	
Tweet
	
Share
















  

  
    	投稿者: kei
	補助金・助成金・お金のこと


  
    
   
事業再構築補助金に関するよくあるお問合せが公表【経済産業省HP】前のページ



事業再構築補助金の手引きが公表！【経済産業省HP】次のページ
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千葉県千葉市中央区新千葉１－７－３

CSB新千葉ビル６０１

 



		


対応エリア
			千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

＊この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。



		


ＬＩＮＥでのお問い合わせ

ＬＩＮＥでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
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